
 

 

 
 

クレイトン･ユッツ法律事務所の日本語ニュースレター（第 50 回）をお届けいたします。 

本ニュースレターについて、ニュースレターの内容に関するご質問、その他のご意見やご要望などがございまし

たら、遠慮なくご連絡いただければと存じます。 

2019 年 5 月 クレイトン・ユッツ法律事務所 加納寛之 

今月の主要トピック： 

連邦議会総選挙における保守連合勝利の影響 

2019 年 5 月 18 日に投開票が行われた豪州連邦議会総選挙で、モリソ

ン首相率いる与党保守連合が勝利しました。 

海外からの対豪投資についての政策に変更はない見込みで、オースト

ラリアの国益に反しない限り、生産的な直接投資は引き続き歓迎され

ます。 

税務面では、大企業や多国籍企業などの租税回避を防止する国税庁の

タスクフォースの権限が拡張される見込みです。 

環境政策では、引き続き再生可能エネルギーへのサポートが見込まれ

ます。また、バックアップのエネルギー源として、石炭投資、既存の

石炭火力発電、水力発電やガスの拡張も支持される見込みです。 

労働政策については、新たに連邦レベルで公正委員会（Integrity 

Commission）が設立されるとともに、違法行為への制裁が強化される

見込みです。 

また、鉄道、道路、インターモーダル輸送などのインフラに対して

A$100 billion（約 7.5 兆円）規模の投資が行われる予定です。 

本稿では、連邦議会総選挙の結果を踏まえて、主要な領域における豪

州ビジネスおよび対豪投資への潜在的な影響を概観します。 

原文（英語）へのリンクはこちら 
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その他の注目のトピック 

NSW 州の風力発電の開発不許可（環境法） 

NSW 州の風力発電ガイドラインでは、開発許可に際して、発電設備の

大きさ、機械的な特徴、周囲の自然環境との対照性などを踏まえたプ

ロジェクトが景観へ与える影響を考慮することとされています。複数

の発電プロジェクトが地理的に近接している場合には景観への累積的

な影響も考慮するものとされており、近時、この累積的な影響を理由

に風力発電プロジェクトの開発許可が拒絶されました。 

本稿では、NSW 州の風力発電開発プロジェクトを許可する際に考慮さ

れる景観への累積的な影響の考え方について解説します。 

原文（英語）へのリンクはこちら 

QLD 州の石炭・石油鉱業権管理の改正案（鉱物・資源法） 

QLD 州の開発・天然資源・農産業開発委員会は、天然資源その他法令

の改正法案（Natural Resources and Other Legislation Amendment Bill 

2019）の可決を推奨する報告書を提出しました。本法案は、石炭・石

油産業が取得/保有する開発鉱業権の管理に影響を与えるもので、権利

の有効期間に原則 15 年間の上限を設ける条項などが含まれています。 

本稿では、改正法案による変更点の概要について説明します。 

原文（英語）へのリンクはこちら 

APEC のクロスボーダープライバシールール（情報法） 

2018 年 11 月 23 日、オーストラリアの APEC クロスボーダープライバ

シールール（Cross-Border Privacy Rules: CBPR）への加盟が承認されま

した。CBPR の仕組みはオーストラリアにおけるほぼ全ての事業に影

響を与えるもので、国境をまたいだ情報交換が容易になる一方で、新

たなプライバシー上の要請の遵守も必要となります。 

本稿では、CBPR の内容と実務に与える影響について説明します。 

原文（英語）へのリンクはこちら 

北部準州の先住民権保護のための行動計画（先住民権） 

2019 年 4 月 11 日、北部準州政府は、先住民の土地および海に対する

権利に関する経済的・社会的利益を最大化するため、北部準州の先住

オーストラリア会社法概説 

〔第 2 版〕（2019） 

 

加納弁護士の著作である「オースト

ラリア会社法概説」の第 2 版が出版

されましたので、お知らせします。

第 2 版では、2014 年の初版刊行以降

になされた、日系企業のオーストラ

リア投資や事業活動に大きな影響を

与える主要な法改正等を反映しまし

た。本書のご購入をご希望される方

は、出版者（信山社）に直接メール

にてご注文いただくか、アマゾンジ

ャパンにてご購入いただけます。 
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民の土地・海に関する 10 の行動計画を策定しました。 

本稿では、この行動計画の内容について説明します。 

原文（英語）へのリンクはこちら 

退職年金債務についてのルーリング（税法） 

オーストラリアのビジネスにおいてよく誤解されていますが、オース

トラリア国税庁は雇用者の退職年金債務について確定的なルーリング

（事前照会に対する回答）を行う権限はありません。そのため、雇用

者は、アドバイザーが国税庁から退職年金債務の放棄や弁済等につい

てのルーリングを取得すると言ってきた場合には、注意する必要があ

ります。 

本稿では、上記を前提に、退職年金債務について見通しを得るための

代替的な手段について解説します。 

原文（英語）へのリンクはこちら 

ビクトリア州におけるフェアワーク法の公務員への適用拡

大（労働法） 

これまでビクトリア州では、公務員については労働者の数や身元、任

命に関する事項など所定の除外事項がフェアワーク法（連邦法）の適

用外とされ、州法の管轄下でした。近時、同州は法改正によりフェア

ワーク法の適用範囲を拡大し、従来の除外事項にもフェアワーク法が

適用されることになった結果、同州の公務員は労働協約内にこれらの

事項を規定することなどができるようになりました。 

本稿では、この改正法の内容について概観します。 

原文（英語）へのリンクはこちら 
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最近行われたセミナーのご報告 

豪州クイーンズランド州  

鉱物・エネルギー資源（資金拠出）法 2018 

加納弁護士が、2019 年 3 月 1 日に、昨年 11 月豪州クィーンズランド州

議会で成立した「鉱物・エネルギー資源（資金拠出）法（Mineral and 

Energy Resources （Financial Provisioning） Act 2018）」をテーマに講

演（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）主

催）を行い、新法が州内の鉱山プロジェクト、および資源業界全体に

どのような影響を与えるのかについて解説しました。講演で使用した

資料はこちらのリンク先から無料でダウンロードすることができま

す。 

豪州企業の買収と運営 

加納弁護士が、2019 年 3 月 12 日に、「豪州企業の買収と運営」をテ

ーマに講演（シドニー日本商工会議所主催シドニービジネス塾）を行

い、買収後の対象会社との統合を難しくする要因や、買収後の統合の

観点から買収前に抑えておきたいポイント、さらに買収後のグループ

統合に焦点を絞った対象会社の運営のポイント等について解説しまし

た。講演で使用した資料はこちらのリンク先から無料でダウンロード

することができます。 

最近の出版物 

『オーストラリア会社法概説』〔第 2 版〕（2019） 

加納弁護士の著作である「オーストラリア会社法概説」の第 2 版が出

版されましたのでお知らせいたします。第 2 版では、2014 年の初版刊

行以降になされた、日系企業のオーストラリア投資や事業活動に大き

な影響を与える主要な法改正等を反映しました。本書のご購入をご希

望される方は、出版者（信山社）に直接メールにてご注文いただく

か、アマゾンジャパンにてご購入いただけます。 

 

クレイトン・ユッツ法律事務所の日本語ニュースレターは、豪州法の最新トピックの概要について、本ニュースレター作成時点の情報

に基づく一般的な情報提供を行うことのみを意図しています。本ニュースレターは、個別案件に関する法的アドバイスを構成するもの

ではありませんので、ご留意ください。個別案件については、個別の事実関係に照らした具体的な分析と検討が必要になります。な

お、掲載されている弁護士は、オーストラリアのすべての州又は準州で弁護士資格を有しているとは限りません。 
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連絡先 

ニュースレターの内容に関するご質問、その他のご意見や掲載トピックについてのご希望などがございました

ら、ジャパン・プラクティス・グループの下記のメンバーまでお気軽にご連絡ください。日本語でのお電話での

お問い合わせは、+61-(0)7-3292-7599（大竹）までご連絡ください。 

 

パートナー 加納寛之 

メール：hkano@claytonutz.com 

 

 

シニアアソシエイト 山浦茂樹 

メール：syamaura@claytonutz.com 

 

 

シニアアソシエイト 鈴木正俊 

メール：msuzuki@claytonutz.com 

 

 

ロイヤー 藤崎信吾 

（日本に出向中） 

 

ロークラーク 濱田啓太郎 

（日本法弁護士・日本から出向中） 

メール：khamada@claytonutz.com 

 

 

エグゼクティブ・アシスタント 

大竹佳代子 

メール：kotake@claytonutz.com 
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